
令和２年４月３日 
下羽栗小学校 
 保護者 様 

笠松町立下羽栗小学校 
校長  前田 雅之 

 
学校の教育活動再開について 

 
 春暖の候，保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 ３月の臨時休業中は，保護者の皆様のご理解とご協力を賜り，誠にありがとうございました。 
 さて，令和２年度となり，学校の教育活動を，文部科学省が示したガイドラインに沿って，
下記のように再開いたしますので，引き続き，保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願
いします。 
 

記 
 
１ 始業式   令和２年４月７日（火） 通学班で登校してください。 
        詳細は，臨時休業中に配付した学年通信をご覧ください。 
  入学式   令和２年４月７日（火） 
        詳細は，３月２７日付けで郵送した文書をご覧ください。なお，式に参加できる 

のは，児童１名につき保護者１名です。兄弟姉妹（乳幼児を含む）は参加できま 
せん。 

 
２ 教育活動再開にあたって，保護者にお願いしたいこと 
（１） 毎朝，家庭にて検温してください。確認カードを配付しますので，保護者の認め印を押し

て，毎日提出してください。 
（２） 発熱，体のだるさ，咳などの風邪症状や，味覚臭覚の消失などの症状がある場合には登校

させず，欠席連絡をお願いします。 
（３） マスクを着用させてください。市販のマスクがない場合は，手作りマスクの用意をお願い

します。マスクの作り方は，小学校のＷＥＢページに掲載しております。また，様々なＷ
ＥＢサイトに紹介されていますので，参考にしてください。その際，布の色・柄・生地の
種類等は問いません。 

（４） 規則正しい生活習慣（早寝，早起き，朝ごはんなど）に心がけ，体の抵抗力を高めてくだ
さい。また，手洗いや咳エチケットについて，ご家庭でもぜひご指導ください。 

 
３ 登校時の留意点 
  ・１列で登校すること。２つの班が並列で歩かないこと。 
 
４ 学校での生活 
 〇３つの条件（①換気の悪い密閉空間，②人の密集，③密接した近距離での会話や発声）が同時

に重なる場を避けるため，下記のような配慮をします。（主なものを挙げます） 
 
  ・教室の机は前向きで，机と机の間を等間隔で離す。 
  ・常時換気をする。 
  ・朝の会では歌わない。 
  ・少人数での交流はしない。（机を付けない）近距離での会話もしない。ボディタッチもなし。 
  ・理科室，家庭科室は使用しない。 
  ・音楽の学習では，歌・リコーダー・鍵盤ハーモニカ等の単元を入れ替える。 
  ・体育では，接触リスクの低い内容から学習していく。 
  ・体育館に全校が集まる集会活動は実施しない。 
  ・鼓笛隊活動の練習は，分散して，換気に配慮して行う。 
  ・その他，教科の学習内容に応じて，適切に配慮します。 
 
 〇校内の消毒等について 
  ・教職員が，毎日数回，児童が手を触れる場所を消毒する。 
 
〇 学校で，児童が発熱や倦怠感などの症状を訴えたとき 

  ・検温し，３７度以上であれば，保護者へ連絡します。（３７度未満でも，学習できない状態で
あると判断した場合は，迎えをお願いします。） 

・保護者が来校するまでは，保健室以外の場所（やすらぎの部屋の予定）で待たせます。 
 
 〇 手洗い・咳エチケットの指導 

・登校後，遊具で遊んだ後，給食前，掃除後など，適宜手洗いを実施する。 
  ・家庭でも，手洗い・咳エチケットを指導し，実践をお願いします。 
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笠松町立下羽栗小学校 
校長  前田 雅之 

 
学校の教育活動再開について 

 
 春暖の候，保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 ３月の臨時休業中は，保護者の皆様のご理解とご協力を賜り，誠にありがとうございました。 
 さて，令和２年度となり，学校の教育活動を，文部科学省が示したガイドラインに沿って，
下記のように再開いたしますので，引き続き，保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願
いします。 
 

記 
 
１ 始業式   令和２年４月７日（火） 通学班で登校してください。 
        詳細は，臨時休業中に配付した学年通信をご覧ください。 
  入学式   令和２年４月７日（火） 
        詳細は，３月２７日付けで郵送した文書をご覧ください。なお，式に参加できる 

のは，児童１名につき保護者１名です。兄弟姉妹（乳幼児を含む）は参加できま 
せん。 

 
２ 教育活動再開にあたって，保護者にお願いしたいこと 
（５） 毎朝，家庭にて検温してください。確認カードを配付しますので，保護者の認め印を押し

て，毎日提出してください。 
（６） 発熱，体のだるさ，咳などの風邪症状や，味覚臭覚の消失などの症状がある場合には登校

させず，欠席連絡をお願いします。 
（７） マスクを着用させてください。市販のマスクがない場合は，手作りマスクの用意をお願い

します。マスクの作り方は，小学校のＷＥＢページに掲載しております。また，様々なＷ
ＥＢサイトに紹介されていますので，参考にしてください。その際，布の色・柄・生地の
種類等は問いません。 

（８） 規則正しい生活習慣（早寝，早起き，朝ごはんなど）に心がけ，体の抵抗力を高めてくだ
さい。また，手洗いや咳エチケットについて，ご家庭でもぜひご指導ください。 

 
３ 登校時の留意点 
  ・１列で登校すること。２つの班が並列で歩かないこと。 
 
４ 学校での生活 
 〇３つの条件（①換気の悪い密閉空間，②人の密集，③密接した近距離での会話や発声）が同時

に重なる場を避けるため，下記のような配慮をします。（主なものを挙げます） 
 
  ・教室の机は前向きで，机と机の間を等間隔で離す。 
  ・常時換気をする。 
  ・朝の会では歌わない。 
  ・少人数での交流はしない。（机を付けない）近距離での会話もしない。ボディタッチもなし。 
  ・理科室，家庭科室は使用しない。 
  ・音楽の学習では，歌・リコーダー・鍵盤ハーモニカ等の単元を入れ替える。 
  ・体育では，接触リスクの低い内容から学習していく。 
  ・体育館に全校が集まる集会活動は実施しない。 
  ・鼓笛隊活動の練習は，分散して，換気に配慮して行う。 
  ・その他，教科の学習内容に応じて，適切に配慮します。 
 
 〇校内の消毒等について 
  ・教職員が，毎日数回，児童が手を触れる場所を消毒する。 
 
〇 学校で，児童が発熱や倦怠感などの症状を訴えたとき 

  ・検温し，３７度以上であれば，保護者へ連絡します。（３７度未満でも，学習できない状態で
あると判断した場合は，迎えをお願いします。） 

・保護者が来校するまでは，保健室以外の場所（やすらぎの部屋の予定）で待たせます。 
 
 〇 手洗い・咳エチケットの指導 

・登校後，遊具で遊んだ後，給食前，掃除後など，適宜手洗いを実施する。 
  ・家庭でも，手洗い・咳エチケットを指導し，実践をお願いします。 


